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・今年度の博士課程の入学試験は第一次試験を対面で、第二次試験をオンライン方式で実施し
ます。また出願受付は昨年度同様にオンライン入力と郵送の併用で行います。試験実施の詳
細に関しては本募集要項に添付する別紙を必ず参照して下さい。 

・新型コロナウイルス感染症等の影響により、本募集要項の内容を変更する場合は、本研究科 
 ホームページで公表しますので、随時確認してください。 
（http://www.p.u-tokyo.ac.jp/entrance/graduate） 

 
 

教育研究上の目的 

本研究科は、人間と教育とのかかわり、社会における教育の構造と機能、心身の発達と教育、等の

分野において卓越した分析・研究を行う能力を形成するとともに、教育の実践に高度の専門的知見

と能力をもって貢献する人材を養成することを目的とする。 

求める学生像 

・教育と人間、教育と学校、教育と社会とのかかわり等、教育の基礎科学あるいは応用実践につい

て研究を推進し、高度で専門的な研究に従事することを目指す人。 

・教育学やその隣接領域と教育実践とのかけ橋となり、高度な教育を創発しようとする人。 

・教育にかかわる高度で専門的な研究能力を有し、社会のさまざまな分野で創造的な実践を展開し

ようとする人。 

入学者選抜の基本方針 

・教育学の各専門分野に関する体系的な知識を習得し、独創的な研究を行う能力を有していること。 

・志望分野において、先駆的な研究課題を自ら設定することができ、明晰な論理に基づいて、研究

を遂行する能力を有していること。 

・研究成果を国内外に向けて発信するための語学力を有していること。 
 

 

(1) 本学において修士の学位又は専門職学位を得た者及び令和 5(2023)年 3 月 31 日までに修士の学位

又は専門職学位を得る見込みの者 

(2) 本学以外の日本の大学において、修士の学位又は専門職学位を得た者及び令和 5(2023)年 3 月 

31 日までに修士の学位又は専門職学位を得る見込みの者（注 1） 

(3) 大学改革支援・学位授与機構により、修士の学位を授与された者及び令和 5(2023)年 3 月 31 日 

までに授与される見込みの者 

(4) 外国において、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者及び令和 5(2023)年 

3 月 31 日までに授与される見込みの者（注 2） 

(5) 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において 

位置づけられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、修 

士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者及び令和 5(2023)年 3月 31 日までに授与 

される見込みの者 

(6) 国際連合大学の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者及び令和 5(2023)年 

3 月 31 日までに授与される見込みの者 

1．出願資格 



(7) 外国の学校、上記出願資格(5)の指定を受けた教育施設又は国際連合大学において、大学院設置基 

準第 16 条の 2に規定する博士論文研究基礎力審査に相当するものに合格した者及び令和 5(2023)年 

3 月 31 日までに合格する見込みの者で、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると本研究科 

において認めた者（注 3） 

(8) 日本の大学を卒業又は外国において学校教育における 16 年の課程を修了した者で、日本又は外国 

の大学若しくは研究所等において 2年以上研究に従事した者及び令和 5(2023)年 3 月 31 日までに 2 

年以上研究に従事する見込みの者で、当該研究の成果等により、修士の学位又は専門職学位を有する 

者と同等以上の学力があると本研究科において認めた者（注 1）（注 2）（注 3） 

(9) 個別の入学資格審査をもって、修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると 

本研究科が認めた者で、令和 5(2023)年 3 月 31 日において 24 歳に達しているもの（注 4） 
 

（注 1）上記（2）、（8）の「日本の大学」とは、学校教育法第 83 条の定める日本国内の大学を示す。 

（注 2）上記（4）、（8）には、外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する 

ことにより当該課程を修了した場合を含む。 

（注 3）上記（7）又は（8）の資格により出願しようとする者は、出願前に入学資格審査を行うので、令和 

4(2022)年 6 月 20 日（月）までに本研究科事務部（８．注意事項(16)）に申し出て、その指示に従う 

こと。 

（注 4）① 上記（9）に該当する者とは、上記（1）から（8）に該当しない者のうち、個別の入学資格審査 

により、修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると本研究科において認め 

た者とする。 

② 上記（9）の資格により出願しようとする者は、出願前に書類による個別の入学資格審査を行う 

  ので、令和 4(2022)年 6 月 20 日（月）までに本研究科事務部（８．注意事項(16)）に申し出て、 

その指示に従うこと。 

③ 入学資格審査で修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者につい 

て、受験を許可する。 

 

 

(1) 入学者の選抜は、第一次試験（筆記試験）、第二次試験（口述試験）、修士の学位論文（又はこれに 

代わる論文）及び出願書類（研究計画書、出身学校の学業成績等）を総合的に判定して行う。 

(2) 第二次試験（口述試験）は、第一次試験（筆記試験）合格者についてのみ行う。 

  (3) 第一次試験は対面で実施し、第二次試験はオンライン方式により実施する。なお、第一次試験は入国       

制限により渡日が困難な外国人及び海外在住の日本人を対象に、対面と同時刻にオンライン試験方式で 
実施する。また、新型コロナウイルス感染症の陽性判明による療養期間中や濃厚接触者に該当し、試験 
会場で受験できる要件を満たさないために第一次試験（筆記試験）を試験会場で受験できない者に対 
しても、第一次試験（筆記試験）を対面と同時刻にオンライン試験方式で実施する。詳細は本募集要項 

に添付する別紙を参照すること。 

 

 

         
専 攻 

コース 教育研究分野 

第一次試験 

(筆記試験) 

第二次試験 

（口述試験） 募集 

人員 
外 国 語 専門分野 

総合教育 

科学専攻 

基 礎 教 育 学 

教育哲学 

教育人間学 

教育史 

教育臨床学 

英 語 

教育哲学、教育人間学、教育史

（日本、西洋、アジア等）、教育

臨床学の各分野 

7 

比較教育社会学 

教育社会学 

高等教育論 

比較教育システム論 

比較教育学 

英 語 
教育社会学、高等教育論、比較・ 

国際教育学の各分野 
6 

2．選抜方法 

3．試験科目及び募集人員 
 



生涯学習基盤経営 

生涯学習論 

社会教育学 

図書館情報学 

英 語 
生涯学習・社会教育学、図書館情 

報学の各分野 
4 

大学経営・政策 

大学経営論 

大学政策論 

比較大学論 

英 語 
大学経営､高等教育政策､比較高 

等教育に関する各分野 
4 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 心 理 学 

教授・学習心理学 

発達心理学 

教育認知科学 

教育情報科学 

英 語 

 

教育心理学の各分野 
7 

臨 床 心 理 学 

臨床心理システム論 

臨床心理ｶﾘｷｭﾗﾑ論 

発達臨床心理学 

英 語 

臨床心理システム､臨床心理カ

リキュラム、発達臨床心理学の

各分野 

5 

身 体 教 育 学 

身体教育科学 

教育生理学 

発達脳科学 

健康教育学 

－ 

身体教育科学、教育生理学、発 

達脳科学、健康教育学が包含す 

る学術研究分野 

4 

学校教育 
高度化専攻 

教 職 開 発 
授業研究 

カリキュラム研究 
英 語 

授業研究、教師研究、カリキュ 

ラム研究の各分野 
4 

教 育 内 容 開 発 

数学・科学教育 

言語教育 

人文社会教育 

芸術教育 

身体教育 

英 語 

教育内容､数学･科学教育､言語

教育､人文社会教育､芸術教育､

身体教育の各分野 

4 

学 校 開 発 政 策 
教育政策研究 

学校教育経営 
英 語 

教育政策､教育行財政､教育法､

学校経営の各分野 
4 

 
    備考 

(1) 本学の修士課程又は専門職学位課程を修了した者又は修了見込みの者は、第一次試験（筆記試験） 
を省略する。 

(2) 総合教育科学専攻身体教育学コースでは、第一次試験（筆記試験）を省略する。なお、当該コー 
スの志願者は、TOEFL®（TOEFL iBT® 、TOEFL ITP® Plus for China Solution、又は The revised 
TOEFL® Paper-delivered Test）公式スコアを提出すること。ただし、本学の修士課程又は専門職学
位課程を修了した者又は修了見込みの者については提出する必要はない。詳細は、別紙「募集要項
補足説明」を参照すること。 

(3) 「第一次筆記試験（外国語）」（英語）について 
① 受験に際しては、英和辞書（母語が日本語以外の受験者の場合はこれに限らない。）１冊を用い 
ることを許可する。その辞書は、印刷された物に限る。 
② 試験時間は、2時間とする。 

(4) 「第二次試験（口述試験）」について 
 試験時間は、各コースで定める。 

(5) 試験の成績によっては、入学許可者数が募集人員に達しない場合もある。 
(6) 試験実施に関する情報は、本募集要項に添付する別紙を併せて参照すること。 

 

 
   (1) 第一次試験（筆記試験）は、令和 4(2022)年 9月 13 日（火）・9月 14 日（水）にコースごとに 

いずれか１日行う。 

     (2) 第二次試験（口述試験）は、令和 5(2023)年 1月 31 日（火）に行う。 

     (3) 試験時間割及び試験場については、受験票とともに送付する「受験者心得」で指示する。 

 

 
    出願はオンライン入力と郵送の双方によって行う。郵送にあたっては、「提出書類等」を一括して角形2号 

の封筒（表面に「出願書類在中」と朱書きのこと）に入れ、書留・速達郵便とすること。 

オンラインと郵送の双方による出願がない場合は受理しない。 

 (1) 本研究科の公式ウェブサイト（http://www.p.u-tokyo.ac.jp/）から指定されたウェブページに 

4．試験期日及び場所 

5．出願手続 



アクセスし、指示に従って必要事項を入力すること。出願用のウェブページは令和4(2022)年7月の出願 

受付開始時に公開する。 

(2) 入力後、内容を印刷するよう指示が出るので、印刷した用紙を､他の必要書類と併せて以下の送付先

まで郵送すること｡用紙は A4版を用いること。 

(3) 受付期間 

 令和 4(2022)年 7月 11 日（月）から 7月 15 日（金）まで 

ただし、令和 4(2022)年 7 月 15 日（金）までの消印があり、かつ、7月 25日（月）までに到着 

したものまで受け付ける。 

(4) 送付先 〒113-0033 東京都文京区本郷 7丁目 3 番 1号 

東京大学大学院教育学研究科事務部学生支援チーム（大学院担当） 

 

 

 

   (1) 入 学 願 書       オンラインの様式による。オンライン上の指示に従い、出願フォームに入力した 

              内容を印刷して郵送すること。 

     (2) 修士の学位論文  次の要領により作成のうえ、令和 5(2023)年 1 月 4 日（水）から 1 月 6 日（金） 

及び     まで に封筒（表面に「論文在中」と朱書きのこと）に入れ郵送（下記(注)参照） 

その論文の要旨  すること。 

         「修士の学位論文」は、修士の学位論文、あるいはこれに代わる論文 1 本のいずれ 

かとする〔コピー可〕 

                           （論文添付票を付けること）。 

                           「論文の要旨」は、日本語で 4,000 字以内とする（論文要旨添付票を付けること）。

ただし、総合教育科学専攻身体教育学コース出願者は、英語（1,700 単語以内） で

作成してもよい。 

なお、本研究科修士課程修了見込みの者は、上記のいずれも提出する必要はない。 

(注)「5.(2）送付先」に郵送する。令和 5(2023)年 1 月 6日（金）までの消印のあるものまで

受け付ける。 

     (3) 研究計画書        本研究科所定の用紙による。様式は、オンライン出願システム上に掲載する「研究 

計画書フォーマット」を参考にすること。オンライン出願画面の指示に従ってアップ 

ロードすること。 

     (4) 成績証明書        修士課程（博士前期課程）又は専門職学位課程の成績を証明するもの〔コピー不可〕。

ただし、本研究科修士課程を修了した者及び修了見込みの者は、提出する必要はない。 

     (5) 修了(見込)証明書   成績証明書に修了（見込）年月日が記載されている場合は、提出する必要はない。ま 

た、本研究科修士課程を修了した者及び修了見込みの者は、提出する必要はない。 

外国の大学を修了した場合は、取得学位が記載されているもの〔コピー不可〕。 

     (6) 写 真          3 ヵ月以内撮影の正面上半身脱帽のもので、加工を施していない、平常の顔貌と著 

しく異ならないもの。デジタル画像（デジカメやスマホ等で撮影したもの）をオン 

ライン入力画面にアップロードすること。 

     (7) 返信用封筒        長形 3 号の封筒を準備し、表面に「受験票在中」と記入のうえ、出願者本人の宛名 

を記入し、354 円分の切手を貼ること。日本国外からの出願の場合は、日本から当該 

国への郵送料金を確認のうえ、料金分の切手を提出書類に同封して郵送すること。 

（上記封筒には貼らないこと。） 

     (8) 検定料          30,000 円 

                           銀行振込又はコンビニエンスストアでの払込、ペイジー対応 ATM、ペイジー対応 

              ネットバンク、ネット専業銀行での払込若しくはクレジットカードでの払込のいず 

れかに限る。いずれの場合においても振込手数料又は払込手数料は出願者本人の負担 

となる。 

                           ただし、本学の修士課程又は専門職学位課程を修了見込みの者、及び外国人出願者の 

6．提出書類等 



うち日本政府（文部科学省）奨学金留学生は納付しなくてよい。 

振込又は払込は、令和 4(2022)年 7 月 4 日（月）以降にすること。 

                          【銀行振込の場合】 

所定の振込依頼書に必要事項を記入のうえ、最寄りの金融機関（ゆうちょ銀行・郵便 

局不可）から振り込むこと（ペイジー対応ＡＴＭ、ペイジー対応ネットバンク、ネッ 

ト専業銀行での所定の方法での払込の場合を除き、ＡＴＭ、インターネットは利用し 

ないこと）。振り込みの際、振込金受取書（Ｂ票）及び検定料振込金受付証明書（Ｃ 

票）を受け取り、検定料振込金受付証明書（Ｃ票）を「「東京大学」入学検定試験検 

定料振込金受付証明書（Ｃ票等）貼付用紙」に貼り付けること。 

                          【コンビニエンスストアでの払込の場合】 

                           コンビニエンスストアは、セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニ 

                           ストップに限る。払込に関する操作手順や注意事項については、別紙「東京大学 

                           大学院教育学研究科 検定料払込方法」を参照の上、払い込むこと。払込後、「入学 

              検定料・選考料 利用明細書」の「収納証明書」部分を切り取り、「「東京大学」 

                           入学検定試験検定料振込金受付証明書（Ｃ票等）貼付用紙」に貼り付けること。 

                          【ペイジー対応 ATM、ペイジー対応ネットバンク、ネット専業銀行での払込の場合】 

                           払込に関する操作手順や注意事項については、別紙「東京大学大学院教育学研究科 

                           検定料払込方法」を参照の上、払い込むこと。払込後、E-支払いサイトの「申込 

              内容照会」にアクセスし、受付完了時に通知された【お客様番号】と【生年月日】を 

                           入力し、照会結果を印刷して出願書類に同封すること。 

                          【クレジットカード・中国オンライン決済(アリペイ・銀聨)での払込の場合】 

                           クレジットカードは、ビザカード、マスターカード、JCB カード、アメリカン・エキ 

                           スプレスカードが利用可能。払込に関する操作手順や注意事項については、別紙 

                           「東京大学大学院教育学研究科 検定料払込方法」を参照の上、払い込むこと。払込 

              後、E-支払いサイトの「申込内容照会」にアクセスし、受付完了時に通知された 

【受付番号】と【生年月日】を入力し、照会結果を印刷して出願書類に同封すること。                           

    (9) 願書受付票       本研究科所定の用紙による。 

(10) 日本語能力証明書   外国人出願者は、日本語担当教員若しくはこれに準ずる者による日本語の学力を 

               表す証明書（本研究科所定の用紙を使用。又は日本語能力試験合格者は「認定 

              結果及び成績に関する証明書〔コピー不可〕」）を提出すること。ただし、日本の 

              大学を卒業した者及び総合教育科学専攻身体教育学コース出願者については、 

              提出する必要はない。 

(11) TOEFL®公式スコア  総合教育科学専攻身体教育学コースに出願する者のみ必要。ただし、本学の修士 

              課程又は専門職学位課程を修了した者又は修了見込みの者については提出する 

              必要はない。詳細は、別紙「募集要項補足説明」を参照すること。 

   (12) そ の 他         提出書類中、日本語又は英語以外で記載されているものについては、すべて日本語 

               訳又は英語訳を添付すること。 

 

 
 

   (1) 第一次試験の合格者は、令和 4(2022)年 9 月 16 日（金）正午（昼 12 時）ごろ本研究科ホーム 

    ページで合格者の受験番号を掲載して発表する。ホームページへの掲載は、令和 4(2022)年 9 月 

26 日（月）午後 5時に終了する。 

     (2) 第二次試験の合格者は、令和 5(2023)年 2 月 2日（木）正午（昼 12 時）ごろ本研究科ホーム 

ページで合格者の受験番号を掲載して発表する。ホームページへの掲載は、令和 5(2023)年 2月 

7 日（火）午後 5 時に終了する。 

7．合格者の発表及び入学手続 



     (3) 電話による合否についての照会には、一切応じない。 

     (4) 合格通知書は、2 月末日までに本人宛に郵送する。 

     (5) 合格の通知を受けた者は、その際送付される入学手続要領により、3 月中の所定の期間内に必要な 

入学手続（入学料の納付及び入学手続書類の提出）を行うこと。所定の期間内に入学手続を行わない 

場合には、入学しないものとして取り扱うので注意すること。 

     (6) 入学時に必要な経費（令和 5(2023)年度予定額） 

（日本政府（文部科学省）奨学金留学生に対しては徴収しない。） 

① 入学料 282,000 円（予定額） 

② 授業料  前期分  260,400 円（年額 520,800 円）（予定額） 

（注）上記納付金額は、予定額であり、入学時又は在学中に学生納付金改定が行われた場合には、改定時 

から新たな納付金額が適用される。 

 

 

   (1) 事情によっては、出願手続、試験期日等について変更することがある。 

(2) 同一年度に本研究科の博士課程の複数の専攻（コース）、あるいは本研究科の修士課程と博士課程 

の両方に重複して出願することは認めない。重複して出願した場合は、出願を受理しない。 

     (3) 提出期日までに所定の書類が完備しない願書は受理しない。また、書類提出後は、どのような事 

情があっても、内容の変更は認めず、また、一度提出された書類の返却はしない。 

     (4) 「受験票」及び「受験者心得」は、出願手続完了後、直接本人に郵送する。なお、令和 4(2022)年 

8 月 19 日（金）までに到着しない場合は、必ず、「８．注意事項(16)」にその旨を連絡し、受験に 

必要な指示を受けること。 

(5) 官公庁、企業及び団体等に在職のまま大学院に入学を希望する者は、入学手続の際に、「在職のまま大学院に 

入学することに支障はない。」旨の勤務先の承諾書（様式任意）又は「在職のまま大学院に入学するが、在 

学期間中、学修環境を確保することが可能である。」旨の入学者本人作成の誓約書（様式任意）を提出 

すること。どちらを提出するかは以下のとおりコースによって異なる。 

  ◎勤務先の承諾書が必要なコース 

    臨床心理学コース 

    身体教育学コース 

    学校教育高度化専攻の各コース 

  ◎受験者本人作成の誓約書の提出が必要なコース 

    基礎教育学コース 

    比較教育社会学コース 

    生涯学習基盤経営コース 

    大学経営・政策コース 

    教育心理学コース 

     (6) 障害等のある者は、受験及び修学上特別な配慮を必要とすることがあるので、これを希望する者 

は、出願時に「８．注意事項(16)」に申し出ること。 

   (7) やむを得ない事情により、オンライン出願およびオンライン試験への対応に困難がある者は、その 

理由を添えて、出願前に「８．注意事項(16)」に申し出ること。 

     (8) 外国人は入学手続までに「出入国管理及び難民認定法（昭和 26年政令第 319 号）」において、大学 

院入学に支障のない在留資格を取得すること。 

     (9) 東京大学では、「外国為替及び外国貿易法」に基づいて「東京大学安全保障輸出管理規則」を定め 

て、技術の提供及び貨物の輸出の観点から外国人留学生の受入れに際し厳格な審査を行っている。 

規制されている事項に該当する場合は、入学が許可できない場合や希望する研究活動に制限がかか 

る場合があるので、注意すること。なお、詳細については、以下の本学安全保障輸出管理支援室ホー 

ムページを参照すること。 

8．注意事項 



https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/export-control/ja/rule.html 

    (10) 他研究科・教育部と重複して入学することはできない。 

    (11) 出願手続後は、検定料の払い戻しはしない。 

    (12) 入学手続後は、どのような事情があっても、入学料の払い戻しはしない。 

    (13) 出願に当たって知り得た氏名、住所その他の個人情報については、①入学者選抜（出願処理、 

選抜実施）、②合格発表、③入学手続業務を行うために利用する。また、同個人情報は、入学者のみ 

①教務関係（学籍、修学等）、②学生支援関係（健康管理、就職支援、授業料免除・奨学金申請、図書 

館の利用等）、③授業料徴収に関する業務を行うために利用する。 

    (14) 入学者選抜に用いた試験成績は、今後の本学の入試及び教育の改善に向けた検討のために利用 

することがある。 

    (15) 入学願書における履歴等について虚偽の記載をした者は、入学後においても遡って入学を取り 

消すことがある。 

    (16) 問い合わせ・連絡先は次のとおり。 

 

〒113-0033 東京都文京区本郷７丁目３番１号 

東京大学大学院教育学研究科事務部学生支援チーム（大学院担当） 

 電話（平日 午前 10 時～正午、 午後１時～午後 3 時）03-5841-3908 


